
　町議会では、令和４年第３回紀宝町議会定例会を９
月 13 日に開会しました。
　第１日目は、はじめに議長報告と各委員長報告、一
部事務組合議会議員報告、広域連合議会議員報告、続
いて、町長から諸報告が行われました。
　その後、一般質問が行われ、５人の議員が質問に立
ち、諸課題について当局の取り組みと考え方を質問し
ました。
　第２日目は、右記の議案などを原案どおり可決し、
閉会しました。
※議会の録画中継はスマートフォンなどで、町ホーム
　ページから視聴できます。
▶ 詳しくは、町議会事務局（☎３３−０３４２）ま
でお問い合わせください。

令和４年第３回定例会を開催
News

可決された議案
◦ 専決処分の承認 １件
◦ 条例の一部改正 ４件
◦ 町道路線の廃止 １件
◦ 町道路線の認定 １件
◦ 財産の取得 １件
◦ 令和４年度一般会計補正予算
◦ 令和４年度特別会計補正予算 ３会計
◦ 令和３年度一般会計歳入歳出決算の認定
◦ 令和３年度特別会計歳入歳出決算の認定 ５会計
◦ 諮問 １件
◦ 請願、発議 各４件
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三 議員

①新型コロナウイルス対策
②会計年度任用職員の処遇改善
③資源循環法におけるごみの減

量化
④学校の空調設備
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①近畿自動車道紀勢線新宮紀宝道路（熊野川河口大橋）
②新型コロナウイルスに感染された方や濃厚

接触者への生活支援
③学校部活動の地域移行について、どのよう

に進めていくのか
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①南海トラフ地震臨時情報
②矢渕中学校の防災対策
③東紀州広域ごみ処理施設の周知
④鵜殿保育所の定数
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①コロナ禍における子どもの遊
び場

②現鵜殿保育所の活用
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①熊野大橋の存続
②町営住宅の建設
③移住者向け住宅の確保
④河川管理
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消防団に入りませんか？
新規入団者募集！
　消防団では新規団員を随時募集してい
ます。条件は、紀宝町に居住または勤務
している18歳以上で男女は問いません。
▶詳しくは、役場総務課防災対策室（☎３
３－０３３５）までお問い合わせください。

電子式サイレン ハンドルを回すと音がなります手動式サイレン
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　町では、火災の発生に備え、住宅用火災警報
器の購入費を補助しています。15 ページにもあ
るように住宅用火災警報器の設置は法律で義務
化されています。ご家族の安全のためにも、必
ず住宅用火災警報器を設置しましょう。
◆補助額
①一般世帯…購入費用の 1/2 を補助
② 65 歳以上のみの世帯…購入費用の全額を補助
※いずれも上限 5,000 円で、１世帯につき１回のみ。

◆募集件数　
　50 件程度（先着順）
◆申込方法
　住宅用火災警報器の領収証、および振込口座の
わかるものをご持参のうえ、役場総務課防災対策
室窓口にて申請してください。

▶詳しくは、役場総務課防災対策室（☎３３－
０３３５）までお問い合わせください。　

住宅用火災警報器の購入費を補助します
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